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○ 道路交通法（昭和35年法律第105号）（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一～八 （略） 

九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動

運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車

及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車

で政令で定めるもの（以下「歩行補助車等」という。）以外のものをいう。 

十～十六 （略） 

十七 運転 道路において、車両又は路面電車（以下「車両等」という。）をその本来

の用い方に従つて用いること（特定自動運行を行う場合を除く。）をいう。 

十七の二 特定自動運行 道路において、自動運行装置（当該自動運行装置を備えてい

る自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該

自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件（道路運送車両法第四十一条

第二項に規定する条件をいう。以下同じ。）を満たさないこととなつたときに、直ち

に自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。）を当該

自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行

すること（当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動

車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。）をいう。 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的

に停止すること（貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の

乗降のための停止を除く。）、又は車両等が停止（特定自動運行中の停止を除く。）

をし、かつ、当該車両等の運転をする者（以下「運転者」という。）がその車両等を

離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 

十九～二十三 （略） 

２・３ （略） 

 

（公安委員会の交通規制） 

第四条 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路における危険を防

止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障
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害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は

道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車（遠

隔操作により道路を通行しているものに限る。）（次条から第十三条の二までにおいて

「歩行者等」という。）又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をす

ることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまが

ないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるとき

は、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示によ

り、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることがで

きる。 

２～５ （略） 

（罰則 （略）） 

 

（警察官等の交通規制） 

第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員（以下「警察官等」とい

う。）は、手信号その他の信号（以下「手信号等」という。）により交通整理を行なう

ことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交

通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にか

かわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

２ 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路（高速自動車国道及び自動

車専用道路を除く。第四項において同じ。）における交通が著しく混雑するおそれがあ

る場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるとき

は、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してく

る車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当

該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは

第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 

３ 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和する

ことができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現

場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。 

４ 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生

ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があ

ると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等
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の通行を禁止し、又は制限することができる。 

５ （略） 

（罰則 （略）） 

 

（踏切の通過） 

第三十三条 （略） 

２ （略） 

３ 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転すること

ができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止

している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置

を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（罰則 （略）） 

 

（運行記録計による記録等） 

第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は

運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備え

なければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録

計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの

規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転しては

ならない。 

２ （略） 

（罰則 （略）） 

 

（作動状態記録装置による記録等） 

第六十三条の二の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者

又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送

車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録すること

ができないものを運転させ、又は運転してはならない。 

２ （略） 

（罰則 （略）） 
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（運転者の遵守事項） 

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 一～五の四 （略） 

 五の五 自動車又は原動機付自転車（以下この号において「自動車等」という。）を運

転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、

自動車電話用装置その他の無線通話装置（その全部又は一部を手で保持しなければ送

信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の

二において「無線通話装置」という。）を通話（傷病者の救護又は公共の安全の維持

のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同

じ。）のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像

表示用装置（道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十

四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二におい

て同じ。）に表示された画像を注視しないこと。 

 六 （略） 

  （罰則 （略）） 

 

（自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等） 

第七十一条の四の二 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に

係る使用条件（道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次項第二号に

おいて同じ。）を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車

を運転してはならない。 

２ 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車

を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者について

は、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。 

一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。 

二 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。 

三 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、その

ことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作す

ることができる状態にあること。 

（罰則 （略）） 

 



参考資料② 

- 5 - 
 

（交通事故の場合の措置） 

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務

員（以下この節において「運転者等」という。）は、直ちに車両等の運転を停止して、

負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合において、当該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得

ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。）は、警察官が現場にいるときは当

該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署（派出所又は駐在所を

含む。同項において同じ。）の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交

通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程

度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置（第七

十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。）を報告し

なければならない。 

２ 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又

は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者

に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができ

る。 

３ 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者

を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な

指示をすることができる。 

４ （略） 

（罰則 （略）） 

 

第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由

により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場

にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた

め必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両

等の積載物（以下この条において「損壊物等」という。）の移動その他応急の措置をと

ることができる。 

２ 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察

官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなけれ

ばならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならな
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い。 

３ 第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の規定は、前

二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一

条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を

有する者（以下この条及び次条において「所有者等」という。）」と、同条第九項中

「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、

「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者

以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項

中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用

する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあ

るのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項にお

いて読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若

しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等

又は使用者若しくは所有者（以下この条及び次条において「使用者等」という。）」と

あるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有

者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項

において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、

第五十一条の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関

係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所

有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二

第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。 

 

（妨害の禁止） 

第七十三条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外

の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等

が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするの

を妨げてはならない。 

（罰則 （略）） 

 

（危険防止等の措置） 

第七十五条の三 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車
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国道又は自動車専用道路（以下「高速自動車国道等」という。）において交通の危険が

生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防

止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度に

おいて、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現

場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に

基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八

条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異

なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 

（罰則 （略）） 

 

（故障等の場合の措置） 

第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに

接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線（以下「本線車道等」という。）又はこれ

らに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたと

きは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止している

ものであることを表示しなければならない。 

２ 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができ

なくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な

措置を講じなければならない。 

（罰則 （略）） 

 

（特定自動運行の許可） 

第七十五条の十二 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所

を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に

提出しなければならない。 

一 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者

の氏名並びにその役員の氏名及び住所 

二 次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画（以下「特定自動運行計画」

という。） 

イ 特定自動運行に使用する自動車（以下「特定自動運行用自動車」という。）の型
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式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その

他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項 

ロ 特定自動運行に関する次に掲げる事項 

⑴ 特定自動運行の経路 

⑵ 特定自動運行を行う日及び時間帯 

⑶ 特定自動運行により運送される人又は物 

⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

ハ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先 

ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分に

より特定自動運行実施者（第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者

をいう。次条第一項第三号において同じ。）又は特定自動運行業務従事者（第七十

五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号に

おいて同じ。）が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項 

⑴ 第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法 

⑵ 第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三

項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法 

⑶ 第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるため

の装置、人員その他の体制 

⑷ 第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法 

⑸ 第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から

第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措

置の手順 

⑹ ⑴から⑸までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

３ 前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項（道路運送車両法

第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。）が記載された書面その他

の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

（罰則 第一項については第百十七条の二第二項第三号及び第四号、第百二十三条） 

 

（特定自動運行の許可基準等） 

第七十五条の十三 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項

の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適
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合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 

一 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができる

ものであること。 

二 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自

動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。 

三 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から

第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並び

にこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事

者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであるこ

と。 

四 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行（道路において当該特定自動運行

が終了した場合を含む。）が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められ

るものであること。 

五 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするも

のであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもの

であること。 

２ 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区

分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 

一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 国土交通大臣等 

二 前項第五号に掲げる事項 前条第二項第二号ロ（１）に規定する経路をその区域に

含む市町村（特別区を含む。）の長 

 

（欠格事由） 

第七十五条の十四 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が

次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 

一 第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五

年を経過していない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当

該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその

法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含

む。）であるとき。 

二 法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。 
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（許可の条件） 

第七十五条の十五 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、

必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 

２ 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別

の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付す

ることができる。 

 

（許可事項の変更） 

第七十五条の十六 第七十五条の十二第一項の許可を受けた者（以下「特定自動運行実施

者」という。）は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽

微な変更については、この限りでない。 

２ 第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。 

３ 特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をし

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なけ

ればならない。 

４ 特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したとき

は、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出

なければならない。 

（罰則 （略）） 

 

（公示） 

第七十五条の十七 公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をした

ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

 

（特定自動運行計画等の遵守） 

第七十五条の十八 特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運

行計画（第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつた

ときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。）及び第

七十五条の十五第一項（第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。）の規
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定により付された条件（第七十五条の十五第二項（第七十五条の十六第二項において準

用する場合を含む。）の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。）に従

わなければならない。 

（罰則 （略）） 

 

（特定自動運行を行う前の措置） 

第七十五条の十九 特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任

者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使

用する者（以下「特定自動運行業務従事者」という。）に対し、第七十五条の二十一、

第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置そ

の他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分に

より特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させ

るため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。 

２ 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五

条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの

法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自

動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるため

に必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任

者を指定しなければならない。 

３ 特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行

うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、

現場措置業務実施者を指定しなければならない。 

 

（特定自動運行中の遵守事項） 

第七十五条の二十 特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車につ

いて、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 

一 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用

自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるも

のを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に

特定自動運行主任者を配置する措置 

二 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定
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自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置 

２ 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところ

により、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示し

なければならない。 

 

（特定自動運行主任者の義務） 

第七十五条の二十一 前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、

当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の

作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動し

ていないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行

を終了させるための措置を講じなければならない。 

２ 特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条

又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及び

この法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主

任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。 

 

（特定自動運行が終了した場合の措置） 

第七十五条の二十二 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当

該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置

又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命

令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。 

一 第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示 

二 第六条第一項の規定による警察官等の交通整理 

三 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警

察官の禁止、制限又は命令 

四 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警

察官の指示 

五 第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限 

六 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による

警察官の禁止、制限又は命令 

２ 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用
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自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付

近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車

が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用

自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方

法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を

講じなければならない。 

 

（特定自動運行において交通事故があつた場合の措置） 

第七十五条の二十三 特定自動運行（道路において当該特定自動運行が終了した場合を含

む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。）において特定自動運行

用自動車（第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。）

に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、

直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者

を当該交通事故の現場に向かわせる措置（当該交通事故による人の死傷がないことが明

らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置）

を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運

行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署（派出所又は駐在所を含む。

第三項及び第四項において同じ。）の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければな

らない。 

２ 前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現

場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定自動運行において特定自動運行用自動車（第七十五条の二十第一項第二号に規定

する措置が講じられたものに限る。）に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に

係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その

他の乗務員（第五項において「特定自動運行主任者等」という。）は、直ちに、負傷者

を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場

合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者（特定自動運行主任者が

死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同

じ。）は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ち
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に最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。 

４ 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又

は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自

動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずる

ことができる。 

５ 前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場に

ある現場措置業務実施者又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路

における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることがで

きる。 

６ 第七十二条の二及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場

合について準用する。この場合において、第七十二条の二第一項中「前条第三項」とあ

るのは「第七十五条の二十三第五項」と、「の運転者等」とあるのは「に係る現場措置

業務実施者（第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同

じ。）又は特定自動運行主任者等（第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行

主任者等をいう。以下同じ。）」と、「同項」とあるのは「同条第五項」と、「現場」

とあるのは「当該交通事故の現場」と、第七十三条中「運転者等以外」とあるのは「特

定自動運行主任者等以外」と、「の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは「に

係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定

自動運行主任者等が同条第三項前段」と、「又は」とあるのは「若しくは」と読み替え

るものとする。 

（罰則 （略）） 

 

（特定自動運行の特則） 

第七十五条の二十四 特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定

（第四章第二節を除く。）の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

第六条第二

項 

運転者 特定自動運行主任者（第七十五条の十九第二

項に規定する特定自動運行主任者をいう。以

下同じ。） 

第六条第三 おいて、 おいて、特定自動運行主任者又は 
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項 

第三十三条

第三項 

運転者は、故障その他の理由に

より踏切において 

特定自動運行主任者は、踏切において特定自

動運行が終了した場合において、 

 運転することができなくなつた 運転し、又は運転させることができない 

 非常信号を行う等踏切に故障そ

の他の理由により 

鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）

の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定に

よる軌道経営者への通報（特定自動運行主任

者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定

する特定自動運行用自動車に乗車している場

合にあつては、非常信号）を行う等踏切に 

第六十三条

の二第一項 

運転者 特定自動運行実施者（第七十五条の十六第一

項に規定する特定自動運行実施者をいう。以

下同じ。） 

 を運転させ、又は運転して の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行

を行つて 

第六十三条

の二の二第

一項 

運転者 特定自動運行実施者 

を運転させ、又は運転して の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行

を行つて 

第七十五条

の三 

運転者 特定自動運行主任者 

第七十五条

の十一第一

項 

運転者は、故障その他の理由に

より 

特定自動運行主任者は、 

当該自動車を運転することがで

きなくなつた 

特定自動運行が終了した場合において、当該

自動車を運転し、又は運転させることができ

ない 

 自動車が故障その他の理由によ

り 

自動車が 

第七十五条

の十一第二

項 

運転者は、故障その他の理由に

より 

特定自動運行主任者は、 

運転することができなくなつた 特定自動運行が終了した場合において、当該
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自動車を運転し、又は運転させることができ

ない 

 

（報告及び検査等） 

第七十五条の二十五 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自

動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警

察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施

者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

２ 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

４ 公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団

体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 

（罰則 （略）） 

 

（特定自動運行実施者に対する指示） 

第七十五条の二十六 公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事

者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの

法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危

険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動

運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと（措置をとるまでの

間、特定自動運行を行わないことを含む。）を指示することができる。 

２ 公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る

特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運

送事業（貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除

く。）又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として

行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならな

い。 

（罰則 （略）） 
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（許可の取消し等） 

第七十五条の二十七 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自

動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期

間を定めてその効力を停止することができる。 

一 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、こ

の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反

したとき。 

二 特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつた

とき。 

三 特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたと

き。 

２ 前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準

用する。 

３ 公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府

令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

 

（許可の効力の仮停止） 

第七十五条の二十八 次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を

防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、

当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日

を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止（以下この条において「仮停止」とい

う。）をすることができる。 

一 特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。 

二 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの

法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は

他の法令の規定に違反したとき。 

２ 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該

処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。 

３ 仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しな

ければならない。 

４ 仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事



参考資料② 

- 18 - 
 

案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、

その効力を失う。 

５ 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受

けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。 

 

（特定自動運行の許可の取消し等の報告） 

第七十五条の二十九 公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二

十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたと

きは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合に

おいて、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとす

る。 
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○ 道路交通法第75条の24の規定による読替え後の道路交通法 

 

（警察官等の交通規制） 

第六条 （略） 

２ 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路（高速自動車国道及び自動

車専用道路を除く。第四項において同じ。）における交通が著しく混雑するおそれがあ

る場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるとき

は、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してく

る車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の特定自動運行主任

者（第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。）に対

し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若

しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができ

る。 

３ 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和する

ことができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、特定自

動運行主任者又はその現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。 

４・５ （略） 

（罰則 （略）） 

 

（踏切の通過） 

第三十三条 （略） 

２ （略） 

３ 車両等の特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合におい

て、当該車両等を運転し、又は運転させることができないときは、直ちに鉄道事業法

（昭和六十一年法律第九十二号）の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道

経営者への通報（特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特

定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号）を行う等踏切に停止し

ている車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を

講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（罰則 （略）） 
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（運行記録計による記録等） 

第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は

特定自動運行実施者（第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。

以下同じ。）は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計

を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運

行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこ

れらの規定により定められた事項を記録することができないものの特定自動運行を行わ

せ、又は特定自動運行を行つてはならない。 

２ （略） 

（罰則 （略）） 

 

（作動状態記録装置による記録等） 

第六十三条の二の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者

又は特定自動運行実施者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置に

より道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に

記録することができないものの特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つてはな

らない。 

２ （略） 

 

（危険防止等の措置） 

第七十五条の三 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車

国道又は自動車専用道路（以下「高速自動車国道等」という。）において交通の危険が

生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防

止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度に

おいて、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現

場にある自動車の特定自動運行主任者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第

四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、

若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の

通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 

（罰則 （略）） 
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（故障等の場合の措置） 

第七十五条の十一 自動車の特定自動運行主任者は、本線車道若しくはこれに接する加速

車線、減速車線若しくは登坂車線（以下「本線車道等」という。）又はこれらに接する

路肩若しくは路側帯において特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転

し、又は運転させることができないときは、政令で定めるところにより、当該自動車が

停止しているものであることを表示しなければならない。 

２ 自動車の特定自動運行主任者は、本線車道等において特定自動運行が終了した場合に

おいて、当該自動車を運転し、又は運転させることができないときは、速やかに当該自

動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。 

（罰則 （略）） 

 


